
山鹿市産木材の家づくり推進事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内において新築される木造住宅における山鹿市産木材の使用を促

進し、山鹿市産木材の需要の増進及び林業の活性化を図るための補助金の交付に関し、

山鹿市補助金等交付規則（平成１７年山鹿市規則第５３号）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 木造住宅 専ら人の居住の用に供する部分の主要構造部を木造とする住宅（共同住

宅を除き、店舗等居住の用以外の用に供する部分を有する住宅を含む。）をいう。 

(2) 山鹿市産木材 山鹿市内で育林をされた木材をいう。 

（補助の対象） 

第３条 この要綱による補助の対象とする木造住宅は、市内に新築される木造住宅で、次

に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

(1) その建築主が自ら居住するため所有し、又は所有しようとするものであること。 

(2) 延べ面積の２分の１以上を居住の用に供するものであること。 

(3) 当該新築において使用する木材の１００分の６０以上を山鹿市産木材とするもので

あること。 

(4) その建築主が市内に住所を有する者又は当該新築の後本市に住所を有しようとする

者であること。 

(5) その建築主が市町村税を滞納していない者であること。 

(6) その建築主を含む全ての世帯員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において

「暴力団員」という。）でない者又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員

と密接な関係を有していない者であること。 

(7) その他市長が当該補助金の交付の対象として不適当と認める者でないこと。 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、補助の対象となる木造住宅の新築において使用する山鹿市産木材

の購入に要する費用（店舗等居住の用以外の用に供する部分を有する木造住宅にあって

は、当該居住の用以外の用に供する部分に使用する山鹿市産木材の購入に要する費用を

除く。）の１００分の５０に相当する額とし、１００万円を限度とする。この場合にお

いて、その補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるもの

とする。 

２ 前項の山鹿市産木材の購入に要する費用には、製材後の加工に要する費用（プレカッ

ト代等をいう。）は算入しない。 

 （事前承認の手続） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、建築工事に着手する前に、山鹿市産木材の

家づくり推進事業補助金交付承認申請書（様式第１号）及び次に掲げる書類を市長に提



出し、事前に承認を受けなければならない。 

(1) 位置図、平面図、立面図及び施工計画書 

(2) 使用木材明細書 

(3) 建築確認済証の写し（建築確認が不要な工事にあっては、建築工事届の写し） 

(4) 住民票の写し 

(5) 市町村税の未納がない旨の証明書 

(6) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査等

を行い、補助金の交付の要件に適合するかどうか等を確認し、その結果を当該申請をし

た者に通知する。 

３ 第１項の承認を受けた者は、当該承認の内容に変更が生じたときは、その旨を速やか

に市長に届け出なければならない。 

（補助金の交付申請） 

第６条 前条第１項の承認を受けた者であって、補助金の交付の申請をしようとするもの

は、建築工事が完了した後３０日を経過する日までに、山鹿市産木材の家づくり推進事

業補助金交付申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

(1) 出来高の位置図、平面図及び立面図 

(2) 使用木材実績明細書 

(3) 木材の出荷証明書等山鹿市産木材を使用したことが証明できる書類 

(4) 工事現場及び木材検査確認写真 

(5) 完了検査済証の写し（建築確認が不要な場合を除く。） 

(6) 住民票の写し（承認申請時に本市に住所を有していなかった場合に限る。） 

(7) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第７条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る

書類の審査等及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきと認めるときは、

補助金の交付の決定及び額の確定をし、その旨を当該申請をした者に通知する。 

（財産処分の制限） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付を受けて新築した木造住宅を減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める法定耐

用年数の期間内において、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、解体し、又は担保に供す

るときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行し、同日以後に建築確認済証の交付（建築確

認が不要な場合にあっては、建築工事届の受理）がされる木造住宅の新築について適用

する。 



２ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付

決定されたこの要綱に基づく補助金については、第８条の規定は、この要綱の失効後も、

なおその効力を有する。  



様式第１号（第５条関係） 

 

山鹿市産木材の家づくり推進事業補助金交付承認申請書 

 

年  月  日  

 

 （宛先）山鹿市長 

 

住 所             

（申請者）                

氏 名          印  

 

 山鹿市産木材の家づくり推進事業補助金交付要綱第５条第１項の規定により、関係書類

を添えて次のとおり申請します。 

 

  補助金交付申請予定額            金              円 

 

添 付 書 類 

 

  １ 位置図、平面図、立面図及び施工計画書 

 

  ２ 使用木材明細書 

 

  ３ 建築確認済証の写し（建築確認が不要な工事にあっては、建築工事届の写し） 

 

  ４ 住民票の写し 

 

  ５ 市町村税の未納がない旨の証明書 

 

  ６ その他市長が必要と認める書類 

  



様式第２号（第６条関係） 

 

山鹿市産木材の家づくり推進事業補助金交付申請書 

 

年  月  日  

 

 （宛先）山鹿市長 

 

住 所             

（申請者）                

氏 名          印  

 

 山鹿市産木材の家づくり推進事業補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添え

て次のとおり申請します。 

 

  補助金交付申請額            金              円 

 

添 付 書 類 

 

  １ 出来高の位置図、平面図及び立面図 

 

  ２ 使用木材実績明細書 

 

  ３ 木材の出荷証明書等山鹿市産木材を使用したことが証明できる書類 

 

  ４ 工事現場及び木材検査確認写真 

 

  ５ 完了検査済証の写し（建築確認が不要な場合を除く。） 

 

  ６ 住民票の写し（承認申請時に本市に住所を有していなかった場合に限る。） 

 

  ７ その他市長が必要と認める書類 


